
  

遠隔操作ＲＴＧの導入に対する補助事業の公募について 

令 和 ２ 年 ５ 月 

国土交通省港湾局 

１．事業概要 

我が国のコンテナターミナルにおいて、「ヒトを支援するＡＩターミナル」

を実現し、良好な労働環境と世界最高水準の生産性を創出するため、遠隔操

作ＲＴＧ及びその導入に必要となる施設の整備に必要な費用に対する補助事

業を実施する。 

注１）ＲＴＧ：Rubber Tired Gantry craneの略で、タイヤ式門型クレーンのこと 

２．対象事業 

遠隔操作ＲＴＧ及びその導入に必要となる施設の整備 

（※補助対象施設については、次頁参照） 

３．対象事業者 

次の各号のいずれかに該当する民間事業者に限る。ただし、国際戦略港湾

における港湾運営会社及び特定外貿埠頭会社は除く。 

  一  一般港湾運送事業者 

   二  前号を含む複数の者の出資により設立され、前号と同様のコンテナタ

ーミナルの運営を行う者 

  三  コンテナターミナルを借り受けている者 

  四 前三号のいずれかと同等であると国土交通省が認める者 

４．対象港湾 

苫小牧港、仙台湾港、京浜港、新潟港、清水港、名古屋港、 

  四日市港、大阪港、神戸港、水島港、広島港、関門港、博多港 

５．補助率 

１／３以内 

６．公募期間 

令和２年３月２５日～７月３１日 

 

 



  

７．評価・審査の観点 

① 補助対象施設の仕様が妥当であること 

② 概算事業費が妥当であること 

③ 事業全体の資金計画が妥当であること 

④ 補助事業者が補助対象施設の整備に必要な技術的能力を有していること 

⑤ 補助事業者が補助対象施設の運用に必要な技術的能力を有していること 

⑥ 安全性確保のために適正な措置が講じられること 

⑦ 補助対象施設の運用に当たり労働環境の改善が十分見込まれること 

⑧ 補助対象施設の運用に当たり荷役能力の向上が十分見込まれること 

⑨ 遠隔操作ＲＴＧを導入するコンテナターミナルの国際競争力の向上が期

待されること 

⑩ 遠隔操作ＲＴＧの導入について、関係者の合意がとれること 

⑪ 新たな投資の誘発が期待されること 

⑫ 遠隔操作ＲＴＧの導入を契機に先進的な取組が計画されていること 

⑬ その他、「ヒトを支援するＡＩターミナル」を実現し、良好な労働環境と

世界最高水準の生産性を創出するという事業の目的に沿ったものである

こと 

８．その他 

各年度の事業完了後、当該年度までの事業の実施による労働環境の改善及

び荷役能力の向上に係る効果等について報告を求めることがあり、報告の内

容によっては、事業の実施について必要な改善を求めることがある。 

また、補助金を他の用途へ使用するほか、交付決定の内容やその条件等に

違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことがあり、当該取消

に係る部分に関する補助金が交付済みである場合は、その返還を命じる。 

 

※ 補助対象施設について 

 

LNG燃料船遠隔操作RTG導入後の荷役作業
管理棟等の遠隔操作室内からRTGを遠隔操作することが可能に

遠隔操作RTG注２

有人トレーラー

遠隔操作室内の
オペレーター

安全

快適

補助対象施設の例

遠隔操作卓

モニター

注２）新設の場合、本体全体が対象
改良の場合、遠隔操作化に
必要な改良部分が対象


